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販売額も件数も増えたけれど手当は３分の１？業
績
手
当(

営
業)

個
人
実
績
が
増
え
て
も
支
給
額
は
減
る

販売･引受･集荷 ２６件 ６万７８６２円⇒ 手当支給額 １万５６２５円

販売･引受･集荷 ３１件 １０万４３３１円⇒ 手当支給額 ６１１１円

｢

業
績
手
当｣

は
４
月
の
実
績
が
約
２
ヶ

月
遅
れ
で
反
映
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
６
月

日
の
給
与
で
初
め
て
支
給
さ
れ
ま
し
た
。

24
左
は(

業
務)

と(

営
業)

に
分
か
れ
る｢

業

績
手
当｣

の
う
ち(

営
業)

の
部
分
に
つ
い
て

｢

業
績
手
当
明
細｣

を
抜
粋
し
た
も
の
で
す
。

(

⇒)

悪
徳
商
法
へ
の
道
を
進

む
郵
政
を
取
り
上
げ
た

Ｚ
Ａ
Ｉ
Ｔ
Ｅ
Ｎ
８
月
号

個
人
実
績
増
え
て
減
る
手
当

上
が
昨
年

月
試
行(

８

10

月
実
績)

の
時
の
明
細
、

下
が
６
月
給
与(

４
月
実

績)

の
明
細
で
す
。

販
売
及
び
集
荷
実
績
を

比
較
す
る
と
８
月
よ
り
４

月
の
方
が
、
「
件
数
」
は

約

％
「
金
額
」
は
約

119％
と
実
績
を
増
や
し

154て
い
ま
す
。

し
か
し
、
こ
れ
に
対

す
る
手
当
支
給
額
の
比
は

約

％
と
全
く
個
人
の
実

39
績
が
手
当
支
給
に
結
び
つ

い
て
い
な
い
こ
と
が
分
か

り
ま
す
。

原
因
は｢

連
帯
責
任｣

の
反
映

一
方
、
手
当
の
う
ち
班

内
の
貢
献
度
Ｐ
に
左
右
さ

れ
な
い｢

役
職･

役
割
に
応

じ
た
配
分
額
」
を
比
較
す

る
と
約

％
。
つ
ま
り
班

32

の
手
当
原
資
自
体
が
減
っ

た
こ
と
が
原
因
な
の
で
す
。



【7月11日広島地裁】安芸府中･淀谷書記長への不当労働行為で会社責任を認め､地本･支部･淀谷への賠償命じる勝利判決。中労委和解で松田支部長職場復帰の日に入替わり強制配転された｡

青葉局雇止め事件 会社､強引な主張示す
青葉局(横浜市)で｢組立作業廃止｣を理由に組立･清水さ
んが解雇された事件は、７月８日付けで会社から第一準
備書面が提出され、実質的な会社主張が示されました。
この中で会社は、国家公務員なら該当する人事院規則

や「公法上の任用｣を持出し、国家公務員時代の判例を
挙げて｢民営化前の時代には、法的に期待できなかった
ものが、雇用主が別法人に変わっただけで直ちに『雇用
の更新』を期待出来るはずがない｣と締めています。

かつてゆうメイトは｢法の谷間｣に置かれた存在と言わ
れてきました。国家公務員法に基づいて任用されながら
も｢日々雇用｣の繰返しで、同法の｢身分保障｣も受けられ
ない一方、民間で築きあげられてきた｢雇止め｣規制も適
用されない。これを良いことに郵政はやりたい放題。
例えば97年11月、横浜市の青葉台局では、ボーナス

支給基準日前日に勤続10年近い者も含め30数名を一方
的に雇止め。すぐ後にほぼ同数採用するやり口は裁判に
発展するも、裁判所は不当判決。(なお､02年に青葉区の
集配業務は青葉台局から青葉局に移管｡) しかし、任用
から雇用となって６年。置かれた状況は全く違うのです。

首都圏で行われる裁判･労働委員会への傍聴を！
７月１７日(木)１３時３０分 銀座局･大橋再雇用拒否裁判 東京地裁８２３法廷
７月１７日(木)１４時３０分 労契法２０条裁判(メトロコマース) 東京地裁７０５法廷
７月２２日(水)１８時 北海道 苫小牧局･団交拒否事案 中央労働委員会
７月３０日(水)１１時 江東東雲局･損害賠償請求裁判 東京高裁812法廷(進行協議)
７月３０日(水)１８時 越谷局･不当労働行為 埼玉県労働委員会
７月３１日(木)１３時３０分 北海道 滝川局･団交拒否事案 中央労働委員会
８月 ６日(水)１４時 さいたま新都心局･過労自死裁判 さいたま地裁１０１法廷
９月 ２日(火)１０時３０分 千葉中央局･雇止め裁判 千葉地裁５１３法廷
９月 ９日(火)１３時１０分 青葉局･雇止め裁判 横浜地裁５０２法廷
９月１１日(木)１４時３０分 労契法２０条裁判(郵政･東日本訴訟) 東京地裁５２７法廷

６５歳定年制無効裁判（証人尋問）
(※証人の肩書き･役職は解雇当時)

９月２４日(水)１０時 郵政ユニオン：山岸交渉部長
９月２４日(水)１３時 日本郵便：鈴木人事課長
１０月１５日(水)１０時 花見川局：古川企画室長/原告･向山
１０月１５日(水)１３時 佐倉局：江幡企画室長／原告･辻 東京地裁５２７法廷
１０月２９日(水)１０時 高輪局：三宅企画室長／原告･根元
１０月２９日(水)１３時 千葉中央局：角田企画室長／原告･斎藤、深尾
１１月１２日(水)１０時 三鷹局：小熊郵便課長／原告･大倉
１１月１２日(水)１３時 豊中局：中井企画室長／原告･石澤
１１月２６日(水)１０時 尼崎局：近藤企画室長／原告･濱
１１月２６日(水)１３時 佐野局：平井企画室長／原告･丹羽
台風の為、当初日程より延期 呉支部強制配転(米今事案) 中央労働委員会

と
こ
ろ
が
、｢

業
績
手
当(

営
業)｣

で
は

本
人
の
実
績
が
そ
の
ま
ま
反
映
さ
れ
る
の
は

、
、
、
、
、

「
販
売･

集
荷
額
の
０･

５
％
」
、
売
上

10

万
円
で
わ
ず
か
５
０
０
円
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。

つ
ま
り
約
９
倍
に
増
え
る
手
当
に
も
関

わ
ら
ず
、
個
人
の
成
果
は
よ
り
軽
視
さ
れ
殆

ど
が｢

連
帯
責
任｣(

班･

局
の
成
果)
に
左
右

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
え
る
の
で
す
。

販
売
１
件
の
支
給
へ
の
格
差

全
局
的
に
調
査
し
た
長
崎
中
央
支
部
に

よ
り
、
同
じ
長
崎
中
央
局
内
で
も
班
に
よ

り
１
Ｐ
最
高

円
か
ら
最
低

円
ま
で
差

702

80

が
あ
り
、
最
低
の
班
で

Ｐ
獲
得
し
た
人

120

よ
り
最
高
の
班
で

Ｐ
人
の
方
が
手
当
が

15

多
い
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
同
様
に
、

東
京
芝
局
内
で
も
２
桁
か
ら
４
桁
の
格
差

が
あ
る
そ
う
で
す
。

本部ビラによる１Ｐの支給額は１７１～２３２４円だ
が、これは少ないサンプルによるものに過ぎない。

意
図
し
て
個
人
実
績
が
反
映
さ
れ
な
い
制
度
に

｢
個
人
実
績
が
増
え
て
も
手
当
が
減

る｣

と
い
う
の
は
、
た
ま
た
ま
そ
う
な

っ
た
と
か
、
制
度
設
計
の
欠
陥
だ
っ
た

で
は
な
く
、
会
社
が
意
図
し
て
そ
う
し

た
制
度
に
変
え
た
反
映
で
す
。

新
た
な｢

業
績
手
当(
営
業)｣

は
、
か

つ
て
の
郵
政
省
が｢

職
場
活
性
化｣

政
策

の
中
で

年

月
に
導
入
し
た｢
郵
便

88

11

販
売
促
進
手
当｣

に
端
を
発
す
る
こ
れ

ま
で
の｢

集
配
労
働
者
に
も
ア
メ
を
ね

ぶ
ら
せ
ば
無
理
が
き
く｣

と
い
う
こ
れ

ま
で
の
手
当
制
度
の
設
計
と
は
全
く
意

図
が
違
う
と
い
え
ま
す
。

な
ぜ
な
ら
こ
れ
ま
で
の｢

販
売
手
当｣

は
、
本
人
の
実
績
の
み
が
手
当
支
給
の
根

、
、
、
、
、
、
、

拠
と
な
っ
て
い
る
成
果
主
義
手
当
で
し
た
。

そ
の
旧
手
当
制
度
の
支
給
額
は

･

旧
エ
ク
ス
パ
ッ
ク

円
＝
販
売
額
の
５
％

25

･

レ
タ
パ
プ
ラ
ス

円

＝
同

％

15

2.9

･

レ
タ
パ
ラ
イ
ト

円

＝
同

％

10

2.8

･

勧
奨
に
よ
る
後
納
郵
便

＝
同
６
％

･

勧
奨
に
よ
る
別
納
郵
便

＝
同
５
％

･

ゆ
う
パ
ッ
ク(

県
内

サ
イ
ズ
の
場
合)

60

勧
奨
に
よ
る
集
荷(

円)

＝
同

％

50

8.2

た
だ
の
集
荷(

円)

＝
同

％

10

1.6で
し
た
。

そ
の
一
方
で
新
制
度
に
お
け
る
平
均

支
給
額
は
、
会
社
の
手
当
原
資
設
計
で

基
本
給
の
郵
便
調
整
額
の
下
が
っ
た
分

の

％
移
行
を
足
せ
ば
、
こ
れ
ま
で
の

25
約
９
倍
に
な
る
だ
ろ
う
計
算
で
す
。

長
崎
の
例
で
は
、
原
資
は
貢
献
度
Ｐ
で

は
な
く
金
額
に
よ
り
配
分
さ
れ
る
為
、
特

約
制
約

Ｐ
を
獲
得
し
た
人
が
い
れ
ば

80

班
原
資
に
対
し
て
全
体
の
Ｐ
だ
け
増
え

１
Ｐ
は
さ
ら
に
少
な
く
な
る
問
題
も
あ
り

ま
す
が
、
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、

大
元
の
原
資
自
体
が
市
場
性
に
左
右
さ
れ

る
為
、
商
業
地
域
に
あ
る
局
の
商
業
地
域

に
あ
る
班
が
、
１
Ｐ
あ
た
り
千
円
以
上
の

支
給
額
と
な
る
例
が
多
々
あ
る
こ
と
が
明

ら
か
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

配
達
を
本
来
業
務
だ
か
ら
当
然
住
宅
地

域
に
も
配
達
員
は
配
置
さ
れ
て
い
る
も
の

の
、
住
宅
地
域
と
商
業
地
域
で
は
手
当
額

の
大
部
分
を
決
め
る
集
荷
数
は
天
と
地
ほ

ど
の
差
が
あ
り
ま
す
。

班
原
資
は
局
原
資
を
実
績
６
割
で
配
分

さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
上
局
原
資
も
実
績

６
割(

つ
ま
り
局
営
業
収
入×

０･

、
当

498

然
、
配
達
要
員
だ
け
で
は
な
く
集
荷
要

員
の
収
入
も
入
る)

で
配
分
さ
れ
て
お

り
、
会
社
は
４
割
要
員
数
定
額
配
分
に
よ

っ
て
市
場
性
を
考
慮
し
た
と
し
て
い
ま
す

が
、
逆
に
言
え
ば
そ
こ
ま
で
面
倒
な
こ
と

を
し
て
も｢
小
集
団
管
理(

連
帯
責
任)｣

を

導
入
し
た
い
と
い
う
現
れ
で
も
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
手
当
支
給
の
考
え
方
そ
の
も
の

が
、｢

ア
メ
を
あ
た
え
る｣

手
当
か
ら
、｢

頑

張
っ
て
も
報
わ
れ
な
い
矛
先
を
同
僚
に
む

け
さ
せ
る｣

手
当
に
変
化
し
た
こ
と
に
由
来

す
る
も
の
と
い
え
ま
す
。

(

次
号
は
誤
支
給
の
場
合
ど
う
な
る
の
か)


